
＜対象要件 A＞
①　区分支給限度額の利用割合が７割以上

②　利用サービスの６割以上が「訪問介護」

＜対象要件 B＞
①　高齢者向け住まいと関連している事業所 ※１

②　区分支給限度基準額の利用割合が設定値以上 ※２

③　市が定めるサービスの利用割合が設定値以上 ※３

＜対象要件C＞

＜対象要件D＞
①　その他市長が必要と認めた要件

＜例＞

高
齢

※１ 関連・・・隣接，近接，同一法人，系列法人，関連があると考えられるものを含む

※２ 設定値・・・該当事業所の数によって，随時，市が設定する

※３ 市が定めるサービス・・・市内の点検状況によって，随時，市が設定する

※４ 注意喚起・指導等については，法令及び運営基準に基づいて行います。

介護給付等費用適正化事業におけるケアプラン点検の実施の流れ

介護保険課，長寿社会課，指導監査課 居宅介護支援事業所 高齢者向け住まい

居宅介護支援事業所の抽出等

国保連及び道からのデータの受領

①　対象となったケアプラン

②　同様・類似の内容で作成している

　   ケアプラン

検証結果の通知 確認・終了

検証結果・意見の通知 ケアプランの再検討

※４

ケアプランの見直し

意見の内容を踏まえた上でも，サー
ビスが必要と説明できる理由を記載
する。

修正後のケアプランの提出

妥当性の再検証

認められない 認められる
妥当性

結果の通知 確認・終了

検証結果の再通知 ケアプランの見直し

①　厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問
　介護を位置づけるケアプランを作成する事業所

提出を求めるケアプランの指定

居宅介護支援事業所の対象要件Ａの①及び②に該当するケアプ
ランのうち，直近で要介護認定を受けた利用者を要介護度別に
1件以上ずつ

ケアプラン等関係書類の届出を依頼 指定条件に基づきケアプランを選定

妥当性の検証 ケアプラン等の提出

①　支援計画についての説明書類
②　アセスメントに関する書類
③　支援経過記録
④　ケアプラン
⑤　その他市が提出を求める資料

①　当該利用者のアセスメント情報と要介護認定等に
　　関する情報の照合
②　多職種によるケアプランの検証

※　旭川市ケアマネジメント基本方針を基に検証

認められない 認められる
妥当性

＜方法＞

妥当性

必要に応じて連携

修正なし 修正あり
ケアプランの修正

※当該適正化事業の対象者が入居者の場合
理由説明書の提出

必要に応じた見直し・改善

準
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利用者の生活状況の詳細な情報をCMと共有
し，必要なケアプランの見直しに協力を行う。

妥
当
性
の
再
検
証

指
導
等

結果の通知 確認・終了

意見を反映できない事情を確認

必要に応じた見直し・改善
必要に応じた注意喚起・指導等

妥当性の再検証 再提出

認められない 認められる


